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「労働時間適正化キャンペーン」期間の実施等について 

 

平成２０年度上半期における 

○ 賃金不払残業の是正金額は 

２５，９５６万円 

平成１９年度における一年間の遡及是正金額（２３，５４５万円）を上回る結果 

 ○ 過重労働（１か月４５時間を超える時間外労働）に係る指導事業場数は、 

１０９件（８７８人） 

 

 
府下７労働基準監督署（京都上、京都下、京都南、福知山、舞鶴、丹後

及び園部）において実施した平成２０年度上半期の監督指導結果によれば、

賃金不払残業、過重労働（１か月４５時間を超える時間外労働）に係る指

導件数は依然高水準で推移しています。 
 

このため、京都労働局(局長 蕎原屋宣雄)では、長時間労働の抑制を重

点として、本年１１月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、

以下の取組みを行ないます。 
 

「労働時間適正化キャンペーン」期間の実施について 
① 長時間労働の抑制と賃金不払残業の解消に向けた周知・広報 
② 長時間労働の抑制と賃金不払残業の解消を重点とする監督指導

（個別の立入監督）の集中的な実施 
③ １１月２２日（土）に、「労働時間相談ダイヤル」（フリーダイヤ

ル：０１２０－８９７－７１３）を設置 
 

 



 
１ 「労働時間適正化キャンペーン」の実施について 
（１）実施期間 
  平成２０年１１月 1 日(土)から同年１１月 30 日(日)までの 1 か月間 
（２）主な実施事項 

① 啓発活動の実施 
   啓発用のポスター及びリーフレット（別添）を、京都労働局、各労働基準監

督署及び関係機関等における掲示並びに事業主等への配布を行う。 
（京都市バス車両、地下鉄京都駅連絡通路へのポスター等の掲示を含む） 

②「賃金不払残業解消重点監督」「過重労働による健康障害防止重点監督」の集中

的な実施 
府下７労働基準監督署において、賃金不払残業、長時間労働等過重労働の発

生が疑われる事業場、労働時間の管理に問題が認められると考えられる事業場

等に対し、重点的・集中的に監督指導（個別の立入監督）を実施する。 
③ 「労働時間相談ダイヤル(フリーダイヤル)」の設置 

   近畿ブロックの６局の担当者が集合し、適正な労働時間の管理と賃金不払残

業の解消のための相談に応じる。 
   日時  平成２０年１１月２２日(土曜日) 
       ９：００～１７：００ 

   フリーダイヤル ０１２０－８９７
はやくなくそう

－７１３
長 い 残 業

 

2 平成２０年度上半期（平成２０年４月～９月）の、府下７労働基準監督署におけ

る賃金不払残業及び過重労働（１か月４５時間を超える時間外労働）に係る監督指

導結果について 
（１）賃金不払残業に係る監督指導状況 
  ① 割増賃金支払（労働基準法第３７条）違反が認められ、是正勧告を行った

事業場数は４２９件であった。 
  ② 是正勧告を行った企業のうち、遡及して割増賃金を支払った状況は、以下

のとおりであった。 
企業数（事業場数） １８９（２３４） 

うち１００万円以上 ３４（７７） 
対象労働者数 ２，７２９人 

うち１００万円以上 １，７９２人 
遡及支払額 ２５．９５６万円 

  うち１００万円以上 ２３，７６０万円 
１企業あたりの最高支払額 ４，３１９万円 



１人当たりの最高支払額 ２７６万円 
（２）過重労働に係る監督指導状況 

指導事業場数 対象労働者数 
１０９（５５） ８７８（３５２） 

       ※（ ）は内数で、１ヶ月概ね１００時間を超える時間外労働が認め

られる場合又は２ヶ月ないし６ヶ月にわたって１ヶ月あたり概ね８

０時間を超える時間外労働が認められた事業場 
 
（参考）平成１９年度（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）の結果 
  ① 割増賃金支払（労働基準法第３７条）違反が認められ、是正勧告を行った

事業場数は８５２件であった。 
  ② 是正勧告を行った企業のうち、遡及して割増賃金を支払った状況 

企業数（事業場数） ３７６（５５７） 
対象労働者数 ６，５６４人 
遡及支払額 ２３，５４５万円 
１企業あたりの最高支払額 ２，８６９万円 
１人当たりの最高支払額 １５５万円 

③ 過重労働に係る監督指導状況 
指導事業場数 対象労働者数 

２８２（１６１） ２，３９２（６８２） 
※ （ ）は内数で、１ヶ月概ね１００時間を超える時間外労働が認め

られる場合又は２ヶ月ないし６ヶ月にわたって１ヶ月あたり概ね

８０時間を超える時間外労働が認められた事業場 
 

３ 添付資料 
   別添１  「労働時間適正化キャンペーン」期間に係るリーフレット 

別添２   平成２０年度上半期 
－１  賃金不払残業に関する割増賃金遡及支払い状況（全数） 
－２      同   上            （100 万円以上） 
－３  過重労働に係る監督指導状況 







別添２－１

対象労働者数 遡及払額

（人） （万円）

製 造 業 47 ( 60 ) 706 6,281

鉱 業

建 設 業 10 ( 10 ) 118 1,673

運 輸 交 通 業 9 ( 9 ) 94 262

貨 物 取 扱 業 1 ( 1 ) 3 4

農 林 業

畜 産 ・ 水 産 業

商 業 48 ( 69 ) 515 6,624

金 融 ・ 広 告 業 3 ( 12 ) 51 290

映 画 ・ 演 劇 業

通 信 業

教 育 ・ 研 究 業 9 ( 9 ) 272 2,958

保 健 衛 生 業 14 ( 14 ) 416 3,535

接 客 娯 楽 業 23 ( 25 ) 287 2,281

清 掃 ・ と 畜 業 1 ( 1 ) 2 2

官 公 署

そ の 他 の 事 業 24 ( 24 ) 265 2,047

合　　　計 189 ( 234 ) 2,729 25,956

※企業数欄（　）内の数は、事業場数

賃金不払残業に関する割増賃金遡及支払状況(全数）

【平成20年４月から平成20年9月までの間に遡及支払された状況】

業       種 企業数



別添２－２

対象労働者数 遡及払額

（人） （万円）

製 造 業 10 ( 21 ) 455 5,856

鉱 業

建 設 業 1 ( 1 ) 82 1,586

運 輸 交 通 業 1 ( 1 ) 23 115

貨 物 取 扱 業

農 林 業

畜 産 ・ 水 産 業

商 業 6 ( 27 ) 350 6,064

金 融 ・ 広 告 業 1 ( 10 ) 38 250

映 画 ・ 演 劇 業

通 信 業

教 育 ・ 研 究 業 2 ( 2 ) 247 2,863

保 健 衛 生 業 3 ( 3 ) 269 3,202

接 客 娯 楽 業 5 ( 7 ) 188 2,014

清 掃 ・ と 畜 業

官 公 署

そ の 他 の 事 業 5 ( 5 ) 140 1,810

合　　　計 34 ( 77 ) 1,792 23,760

※企業数欄（　）内の数は、事業場数

業       種 企業数

賃金不払残業に関する割増賃金遡及支払状況
(100万円以上の事案）

【平成20年４月から平成20年9月までの間に遡及支払された状況】



別添２－３

【平成20年4月～平成20年9月】

業       種 指導事業場数 対象労働者数(人）

製 造 業 45（23） 382（106）

鉱 業

建 設 業 2（2） 18（18）

運 輸 交 通 業 16（13） 135(102)

貨 物 取 扱 業 2（0） 12（0）

農 林 業

畜 産 ・ 水 産 業

商 業 17（2） 42（2）

金 融 ・ 広 告 業

映 画 ・ 演 劇 業

通 信 業

教 育 ・ 研 究 業 3（1） 33（7）

保 健 衛 生 業 3（0） 8（0）

接 客 娯 楽 業 13（11） 63（46）

清 掃 ・ と 畜 業 1（1） 1（1）

官 公 署

そ の 他 の 事 業 7（2） 184（70）

合　　　計 109（55） 878（352）

過重労働による健康障害防止のための指導状況

注）１．　１か月45時間を超える時間外労働が認められた事業場

　　２．　(　　　）は内数で、1か月概ね100時間を超える時間外労働が認められる
　　　　　場合又は２か月ないし６か月にわたって１か月あたり概ね80時間を超える
　　　　　時間外労働が認められた事業場




